
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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損
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縦
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示
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号
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法
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号
）
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画
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変
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道
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計
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課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
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図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
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び
福
島
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南
会
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建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
八
年
十
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日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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公 告 第 ３ １ ７ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 1 7号 ） 第 2 7 4条 の 1 1第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 2 8年 1 2月 1 6日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
Ｎ ａ Ｉ （ Ｔ ｌ ） シ ン チ レ ー シ ョ ン 式 測 定 装 置 及 び 電 離 箱 式 測 定 装 置 1 0式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 1 6号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 2 8年 1 1月 1 8日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 日 立 製 作 所 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 ６ 番 ６ 号

５ 落 札 金 額
3 6 , 9 3 6 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 2 8年 1 0月 ７ 日

（ 入 札 用 度 課 ）

公 告 第 ３ １ ８ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 1 7号 ） 第 2 7 4条 の 1 1第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 2 8年 1 2月 1 6日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
防 毒 マ ス ク 及 び 吸 収 缶 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 1 6号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 2 8年 1 1月 1 8日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
東 洋 安 全 防 災 株 式 会 社 福 島 県 い わ き 市 平 塩 字 風 内 7 3番 地 の ２

５ 落 札 金 額
2 3 , 2 0 8 , 1 2 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 2 8年 1 0月 ７ 日

（ 入 札 用 度 課 ）
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福
島
県
公
安
委
員
会

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ６ ６ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 3 5年 法 律 第 1 0 5号 ） 第 1 0 8条 の 1 1第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 指 定 講 習 機 関

に 係 る 指 定 を 次 の と お り 取 り 消 し た 。
平 成 2 8年 1 2月 1 6日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
１ 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 指 定 講 習 機 関 の 業
務 を 行 っ て い た 事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地
名 称 第 一 総 合 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
住 所 喜 多 方 市 字 大 谷 地 8 0 1 4番 地 ２
代 表 者 の 氏 名 五 十 嵐 雄 一
事 務 所 の 名 称 第 一 自 動 車 教 習 所
事 務 所 の 所 在 地 喜 多 方 市 松 山 町 大 飯 坂 字 切 添 2 4 1 3番 地

２ 指 定 を 取 り 消 し た 特 定 講 習 の 種 別
普 通 免 許 、 二 輪 免 許 及 び 原 付 免 許 に 係 る 初 心 運 転 者 講 習

３ 指 定 取 消 年 月 日
平 成 2 8年 ６ 月 1 3日

（ 運 転 免 許 課 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ６ ７ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 3 5年 法 律 第 1 0 5号 ） 第 1 0 8条 の 3 2の ２ 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許

取 得 者 教 育 の 認 定 を 次 の と お り 取 り 消 し た 。
平 成 2 8年 1 2月 1 6日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
１ 認 定 を 取 り 消 さ れ た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運 転 免 許 取 得 者 教
育 の 業 務 を 行 っ て い た 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地
名 称 第 一 総 合 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
住 所 喜 多 方 市 字 大 谷 地 8 0 1 4番 地 ２
代 表 者 の 氏 名 五 十 嵐 雄 一
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施 設 の 名 称 第 一 自 動 車 教 習 所
施 設 の 所 在 地 喜 多 方 市 松 山 町 大 飯 坂 字 切 添 2 4 1 3番 地

２ 認 定 を 取 り 消 し た 運 転 免 許 取 得 者 教 育 の 課 程 の 区 分 及 び 名 称
⑴ 運 転 免 許 取 得 者 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 1 2年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 。
以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 課 程 自 動 車 運 転 上 達 コ ー ス

⑵ 規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 課 程 二 輪 ラ イ ダ ー コ ー ス
⑶ 規 則 第 １ 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 課 程 シ ル バ ー コ ー ス
⑷ 規 則 第 １ 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 課 程 雪 道 、 山 道 等 運 転 上 達 コ ー ス
⑸ 規 則 第 １ 条 第 ８ 号 に 掲 げ る 課 程 ベ テ ラ ン ド ラ イ バ ー コ ー ス

３ 認 定 取 消 年 月 日
平 成 2 8年 ６ 月 1 3日

（ 運 転 免 許 課 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ６ ８ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 3 5年 法 律 第 1 0 5号 ） 第 1 0 8条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 指 定 講 習 機 関

と し て 次 の と お り 指 定 し た 。
平 成 2 8年 1 2月 1 6日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
１ 指 定 講 習 機 関 と し て 指 定 し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に そ の 者 が
特 定 講 習 の 業 務 を 行 う 事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地
名 称 有 限 会 社 福 島 自 動 車 学 校
住 所 福 島 市 町 庭 坂 字 原 中 ２ 番 地 の 5 1
代 表 者 の 氏 名 石 原 裕 人
事 務 所 の 名 称 福 島 自 動 車 学 校
事 務 所 の 所 在 地 福 島 市 町 庭 坂 字 原 中 ２ 番 地 の 5 1

２ 特 定 講 習 の 種 別
取 消 処 分 者 講 習

３ 指 定 年 月 日
平 成 2 8年 1 2月 １ 日

（ 運 転 免 許 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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